
資料5令和3年度研修実施計画一覧表(令和2年度との比較表）
◎は中央研修．○は窩裁季嘔 】什4眉

1

令和3年度

墾号 研修名等 実施時期 期間 人員

令和2年度

・ 実施時期 期間 人員
備考

1 ◎首席密記官研究会 3.9,15(水)～9.16(木） 2 未定 2.9.16(水)～9.17(木） 2 中止

2
◎首席家庭裁判所調
査官研究会

回
回

１
２

第
．
第

3.9.2(木)～9.3(金）
▼ 一－－－－ T ロ ー 寺一

3.11.25(木)～11.26(金）

2

2

8

未定

2.9.25(金）
Pp

2.11617(火)～11.18(水）
● 『

1

◆

2

8
一F…今一

中止

日程変更･短縮
■一一 凸一一回 寸 一一 甲→一宇 F 一ﾛ ●1

3 ◎事務局長研究会 4.2.17(木)～2.18(金） 2 未定 3.2‘18(木)～2.19(金）
､ グ 冒 白 、－－ . .

2 。 中止
● T

毎 』 －王寺

4 ◎管理者研究会(組織運営)(※)． 3.5.18(火)～5.20(木） 3 未定
J

2,5.19(火)～5.21(木）
f

､

■
| 3 中止

5
◎次席家庭裁判所
調査官等研究会

第1回

第2回

3.4.26(月)～4.28(水）

3.9.29(水)～10.1(金）

3

3

未定

未定

2.923(水)～9.25(金）
〃 今③

ゞ～~〒~≦ささ＝

3
､ p

中止

6 ◎管理者研究会 3､4.12(月)～4.16(金） 5 未定
2.8.25(火)～8.27(木）
○一一ﾖ今一争－●b－－ー－一一～‐ 一 ■

2.12.15(火)～12.17(木）

3

3

へ

80

70

短縮
して実施

7 ◎研修計画協議会 3.1.6(木） 1 25 3.1.7(木） 1 30
日程短繕

1V会議

8 ◎中間管理者研修I

回
回
回
一
回

１
２
３
－
４

第
一
第
第
一
第

3.9.7(火)～9.10(金）
－℃ ←令－－一一▲ ● 画 上

3.10.12(火)～10.15(金）

4.1.11(火)～1.14(金）
一一▲ +③－勺→③ー~一 ●旬一今

4.2.7(火)～2.10(金）

4
一 ●芋一F一一

4

4
÷一一一●‐ ● ■ ~

4

約100
‐寺一一手一一一一乙一.

０
↓
０
ふ
０

細
一
細
一
細

〃

2.10.13(火)～10.16（金）
廿 創

3.1.12(火)～L15(金)
A 1 凸

′

可
◆

3.2.2(火)～2.5（金） ロ

タ

=雲=ﾆﾆﾆﾆﾆﾆご

4

4

4
■

=<二

･中止

中止

冥
止中

9 ◎中間管理者研修Ⅱ
回
回

１
２

第
↓
第

3,12.7(火)～12.9(木）
‘~--二

－－

■●－一己
～『÷
～

F ①

－－
～
一一ﾏ4－
－～ー

寛､~→

、

3

、
、

、

未定

ベベ
℃

､、
、

ジ ･ ひ

2.1α27(火)へ
1 ． ， ‐",弘

1029(木)
■#

2.12
巾

士 一 一 一一 F- ～

8(火)～12.10(木） ▲

、

●

告

3

3
〃

中止
参
画

中止

10
◎主
調査

裁判所 回
回

１
２
第
第

3.6.23(水)～6.25(金）
~竜 ■■U麺吋●ー●一一一 → b ｮ ③一

3.6.30(水)～7.2(金）

3

3

未定

未定

2.6.23(火)～6626（金）
-. . . 寺 ？. ‐ .〆 ､…, b、 ‘. :_← ._『..

－毫告~＝=一三二二

4
ゴー ”

令 守 や

中止

11 ◎研修指導研究会
第1回

ひ ■△ﾕ畢 一 一一→ ｮ 壼争 ｡

第2回

3.6.2(水)～6.4(金）
－一◇宅÷ △ 口今 一一一一一一面一一一一－

3.12.14(火)～12.16(木）

3

3

０
０

細
一
繩

F 古マ

2.6.3(水)～665(金)，；
. . '". ‘ ､ 、9，

2.12‘15(火)～12.17(木）
ア

‘3

3

中止

中止

12 ◎実務指導研究会

民事

刑事

家事

少年

ｊ
ｊ

火
一
水

ｌ

く

７
８

２
↑
２

４
４

３
－
３

F＝｡

3.4.28(水)．

3.4.27(火）

1

1

1

1

０
０
４
４
約
約

寺 ウヰ

約35
争 P 卜 P G 一生

約25

』

265.12(火)～5.13（水）

~…－~…一.一一~一~~一宇一"･岸~-
2.5.12(火)～5.13(水）

1 ｰ

2.5.14(木)～5.15（金）
¥

2.5.14(木)～5.15(金）

2
字"･P◆~一､～●－

2

2

2

中止

中止

中止

中止

13 ◎家事実務研究会(※） 3.11.17(水)～11.19(金） 3 約100 2.11.5(木） 1 100
令和2年度は司研と合同で実施
日程短縮,TV会儀

14 ◎少年実務研究会(※） 3.12.20(月)～12.22(水） 3 約100
仙
一
く

ｊ
一
洞

２
－
４

躯
一
理

１
１

25

25

日程変更･短縮
2回に分割して実施
家裁調査官部分のみ実施

15 ◎民事実務研究会
第1回(※）

第2回

3.6.9(水)～6.10(木）

3.12.16(木)～12.17(金）

各2
釦
一
印

約
一
約

2.6.10(水)～6.11(木）

3.1.21<木)～1.22(金）

各2
中止

中止
‐

16 ◎刑事実務研究会(※） 3.11.10(水)～11.11(木） 2 未定
P

2.11.18(水)～11.19(木） 2 中止

17 ◎家事特別研究会(※） 3.10.7(木)～10.8(金） 2 約50 2.10.8(木） 1 50 今和2年度は司研と合同で実施
日程短縮,TV会議

18
◎家庭裁判所調査官
特別研修

回
回
回

１
２
３

第
第
第

3.10.19(火)～10.22(金）

3.11.30(火)～12.3(金）
壺 寺

4.1.18(火)～1.20(木）

４
４

3

５

５

０

２
２
３

約
約
一
約

計
一

2.10,20(火)～10.23(金）
一一一~＝－－｡~･宰口一一ゴｰFユ 君 早 口 ｡■'一一一嗜吟一声一争一‐●

212.2<水)～12.4(金）

3.1.27(水)～1.29(金）
ﾏﾜ P

4

3

3

中止

中止
一一一偽ゅや, q争口寺

中止

19 ◎家庭裁判所調査官応用研修 3.7.5(月)～7.9(金） 5 未定 3.3.8(月)～3.12(金） 5 41 日程変更

20 ◎速記官中央研修 3.6.30(水)～7.1(木） 2 約20 2.7.1(水)～7.2(木） 2 中止

21 ◎総括執行官研究会 3.7.6(火)～7.8(木） 3 未定 2.7.?(火)～7.9(木） 3 中止 隔年で実施

22 ◎執行官実務研究会 4.3.1(火)～3.3(木） 3 未定 3.2.3(水)～2.4(木） 2 15 日程短縮

23 ◎新任執行官研修 3.5.25(火)～5.28(金） 4 未定 2.9.16(水)～9.18(金） 3 14 日程変更･短縮

24 ◎係長等(総務担当)研修 3.6.22(火)～6.24(木） 3 約50 2.10.6(火)～10.8(木） 3 ＄中止

25 ◎係長等(人事担当)研修 3.7.13(火)～7.15(木） 3 約70 2.10.20(水)～10.22(金） 3 中止

26 ◎係長等(会計担当)研修 3.11.16(火)～11.19(金） 4 約60 2.11.10(火)～11.13(金） 4 中止

27 ◎研修事務担当者研修 3.6.15(火)～6.16(水） 2 約40 2.6.16(火)～6.18(木） 3 中止



I

･備考欄には,令和2年度について当初計画から変更等があった内容などを記載
2

令和3年度

鰹‘具
竪§｡．毒 研修名等 実施時期 期間 人員

令和2年度

実施時期 期間 人員
備考

28 ◎総合職採用職員初任研修 3.4.6(火)～4.8(木） 3 未定
2.11.13(金)， 11.18（水）
11.20(金), 11.27:(金),
12.2(水）

各1 63
日程変更･短縮
各高裁で分散実施

29 ◎情報セキュリティ研修 3.9.14(火)～9.15(水） 2 約60 2‘929(火)～9.洲(水） 2 ？ 中止
F

30 ◎情報処理研修
回
回

１
２
第
第

3.5.19(水)～5.20（木）

3.5.26(水)～5.27(木）

２
２

０
．
０

６
６
約
約

､ げ p

25.19(火)～5癖21(木）
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‐ # , ":
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3 ｖ
ｒ
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・
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中止

中止
け や少 』" .瓦
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31

◎裁判事務支援シス
テム(簡裁民事･支払
督促･高裁刑事･簡裁
刑事事件部分)導入
研修

第
４
回
第
５
回

高裁刑事
簡裁刑事

簡裁民事

支払督促

高裁刑事
簡裁刑審

簡戴民事

支払督促
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や1■寺
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～
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3.4.20(火)～4.21（水）

3.4.21(水)～4,22（木）

3.6,15(火)～6.16（水）

3.6.16(水)～6.17(木）
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⑧
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沈
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L b朝 '

中止
.…画一－＝"紗≠

中止
0口与戸 , 七● ｹ ず

中止
苧： . '’

止中今

一.j

中止面

32 ◎採用試験事務担当者研究会 3.5,25(火） 1 未定

ひ 喧 一

2.5.29(金）
・ ず ＃ ゴP シ ダ

I

丙
倶
＄
；
わ

タザ

中止
告

33 ◎CA研修実務試験

前期研修

実務研修

‘後期研修

3.6.24(木)～7.14（水）

3.7.16絵)～8.20（金）

3.8.23(月)～9.10(金）

15

23

マク P

15

未定

2.8.12(水)～9.1(火）
" △β ｣ 少 " 早今A1 T● ･ 子

2.9.3(木)～9.30(水）
凸－－－→七一一｡←一一一一一一一一一一0一一一一■ゴーョ＊ず や■

2.10.2(金)～10.15(木）

15

18

今 ｡

P-や P一戸一● －F←

10

59 日程変更･短縮

34
U択席家庭裁判BT鯛宜'目寺

実務研究会
実施機関が適宜決定 1 未定 実施機関が適宜決定 1 24 5高裁で中止

35 ○新任中間管理者研修 実施機関が適宜決定 3～5 未定 実施機関が適宜決定 3～5 未定

36 ○書記官プﾗｯｼｭアップ研修
7月から9月までの間で実施機
関が適宜決定

5 未定 明から9月までの間で実施機
関が適宜決定

F f＊員糾

5 ’

F‘ ． ，，

中止

37 ○家庭裁判所關査官実務研究会 実施機関が適宜決定 3 未定 実施機関が適宜決定 3 33
6高裁で中止
庁により日程短縮,人員縮小

38 ○新任係長研修 実施機関が適宜決定 1～3 未定 実施機関が適宜決定 l～3 未定

39 ○事務官専門研修 実施機関が適宜決定 2～3 未定

Ⅸ ﾏ P

実施機関が適宜決定
: 駒 シ 竿騨"今品. 』 Z． も･･ ず理,. ｡ rf j‘
厚 GF ③▲← q缶 b G PPや FG p 声』 』 J O 4

2へ"3
ﾔ ﾜ 『

中止
’

● ﾑ

40 ○ジャンプアップ研修 実施機関が適宜決定 ’ 3 未定
Ｆクタム

Ｆ
Ｇ
ｑ
Ｅ
必

実施機関が適宜決定
い◇ r廿 ､
や

3 中止

41 ○事務官法律研修
誰
一
難

通
一
面

実施機関が適宜決定
ユーザ ◇－－c＝一一一◇ "一P叫"′~0－一一少詫 q r 一◇ ◇ 4

実施機関が適宜決定 I
■申-4■

9～11

約250

実施機関が適宜決定
テーマ寺一今一一一■ ｡ ･･9－･伊･ －一ご一凸P .4 ･‘ ･一争一 ③当 』 rL－ －一F 子

実施機関が適宜決定 I
凸 F■ ■ r －a寺←P G～

9一
、11

279。
一四 ~一一一一一一一勺■

96

一～→~→③一= P r ｳ ｳﾏGG－F－■ ご ■－甲一一 － －合一 ｡ー‐r r 4

4高裁で中止

42 ○新採用職員研修 実施機関が適宜決定 2～3 未定 実施機関が適宜決定 2～5 未定

43 ＠ステップアップ研修
2月から3月までの間で実施機

関が適宜決定
2 未定

2月から3月までの間で実施機
関が適宜決定

3 中止

44 ④フオローアップセミナー

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定

②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

約3 未定

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定
②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

約3 未定

45 ⑲フレッシュセミナー 採用初日及び2日目 2 未定 採用初日及び2日目 2 未定

46 態高裁ブロック研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

47 ②自庁研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

48 合同実務研究 3.9～4.3 7月 未定 2.9～3.3 7月 8

49 書記官実務研究 3.4～4.3 1年 2 2.4～3.3 1年 2

50

家庭裁判所調査官実
個人及び共同研究）

務研究

同 上 ．

(指定研究）

3.7～4.3

3.4～6.3

8月

3年

未定

4

2.8～3.3

2.5～3.3

7月

11月

2

6

人員欄は,研究の本数を記載

51

家庭裁判所調査官関係機関特別
研究(家事及び少年関係機関につ
いての研究）

同 上

(心身の鑑別についての研究）

同 上

(更生保護についての研究）

3.7～4．3

4.2～3

3．9～11

8月

1月

2月

未定

3

3

2.8～3.3

3.2～3

2.9～11

7月

1月

2月

8

中止
』

中止

期間短縮

61 書記官養成課程第一部 第18期 3.4.1(木)～4.3.25(金） 1年 未定 2.4.6(月)～3.3.25(木） 1年 229
令和2年度欄は第17期生
修了日変更

62 書記官養成課程第二部

第17期
(2年生）

第18期
(1年生）

2.4.6(月)～4.3,25(金）

3.4'1(木)～5.3.24(金）

2年

2年

78．

未定

31.4.4(木)～3.3.25(木）

2.4.6(月)～4.3.25(金）

2年

2年

69

78

令和2年度欄は第16期生
修了日変更

令和2年度欄は第17期生

63 家裁調査官養成課程第17期 2.4.1(水)～4.3,25(金） 2年 48 31.4.4(木)～3.3.25(木） 2年 44 令和2年度欄は第16期生
修了日変更

64 家裁調査官養成課程第18期 3.4.1(木)～5.3.24(金） 2年 未定 2.4.1(水)～4.3.25(金） 2年 令和2年度欄は第17期生


